
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合が質問した内容 会社の現時点の考え方 

「事由欄に私用などの曖昧な事由ではなく」と記載されていることについて 

年休は組合員が請求する時季に与えな

ければならないものだ。 

そうだ。その原則は変わらない。 

事由欄に詳細をなぜ記載する必要があ

るのか。 

労働基準法では年休の使用事由は自由である。

詳細を絶対に書けと言うものではない。あくま

でお願いをしている事柄である。業務を正常に

運営するために要員は確保しなくてはならな

いことから、誰に年休指定をするかの一つの判

断になるものが事由である。今まで通り「私用」

と記載しても勤務作成者がコミュニケーショ

ンをとっていく。 

参考：労働基準法第３９条では、年休について「使用者は、労働者が請求した時季与えなけれ

ばならない」とあり、年休の取得に事由は必要ないのが原則です。 
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      ＪＲ東労組 業務部 

ＪＲ東労組中央本部は、７月に職場で周知された『新社員システム「JINJRE」導入に伴う年

休申込方法等の変更について』の問い合わせを各地方本部から受け、本社に対し説明を求めてき

ました。以下、「組合が求めた内容」と「会社の現時点の考え方」です。 
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